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（下線の部分は修正部分） 

地震・津波災害対策編 第 1章 総則 

頁 現   計   画 修   正   案 

2-1-2 

 

 

 

 

2-1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3節 防災関係機関の責務及び業務の大綱 

 

第 2 防災関係機関の業務の大綱 

 

1 ［略］ 

 

2 指定地方行政機関 

第 3節 防災関係機関の責務及び業務の大綱 

 

第 2 防災関係機関の業務の大綱 

 

1 ［略］ 

 

2 指定地方行政機関 

 機関名 業務の大綱   機関名 業務の大綱  

 ［略］  ［略］ 

東北経済産業

局 

(1) 生活必需品、復旧資材等防

災関係物資の安定的供給の確

保に関すること。 

(2) 被災商工業者に対する支

援に関すること。 

東北経済産業

局 

(1) 工業用水道の応急・復旧対

策に関すること。 

 

(2) 災害時における復旧用資

機材、生活必需品及び燃料等

の需給に関すること。 

(3) 産業被害状況の把握及び

被災事業者等への支援に関す

ること。 

 ［略］  ［略］ 

東北運輸局 (1) 鉄道、自動車等の安全運行

の確保 に関すること。 

 

 

(2) 緊急輸送、代替輸送 に対

する指導及び支援に関するこ

と。 

東北運輸局 (1) 交通施設等の被害、公共交

通機関の運行及び運航の状況

等に関する情報収集及び伝

達 に関すること。 

(2) 緊急輸送、代替輸送 にお

ける関係事業者等への指導・

調整 及び支援に関すること。 

 ［略］  ［略］ 

仙台管区気象

台 

〔盛岡地方気

象台〕 

(1)・(2) ［略］ 

(3) 気象、地象（地震にあって

は、発生した断層運動による

地震動に限る。）及び水象の予

報及び警報･注意報並びに台

風、大雨、竜巻等突風に関す

る情報等の適時・的確な防災

機関への伝達、並びにこれら

の機関や報道機関を通じた住

民への周知に関すること。 

 

(4)～(7) ［略］ 

仙台管区気象

台 

〔盛岡地方気

象台〕 

(1)・(2) ［略］ 

(3) 気象、地象（地震にあって

は、発生した断層運動による

地震動に限る。）及び水象の予

報及び 特別警報・警報･注意

報並びに台風、大雨、竜巻等

突風に関する情報等の適時・

的確な防災機関への伝達並び

にこれらの機関や報道機関を

通じた住民への周知に関する

こと。 

(4)～(7) ［略］ 

 ［略］  ［略］ 
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2-1-5 

2-1-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ［略］ 

 

4 指定公共機関 

 

3 ［略］ 

 

4 指定公共機関 

 機関名 業務の大綱   機関名 業務の大綱  

 ［略］  ［略］ 

 ［略］ 

エヌ・ティ・ティ・コミュ

ニケーションズ(株) 

 

 

(株)エヌ・ティ・ティ・ド

コモ 

ＫＤＤＩ(株) 

 ［略］  ［略］ 

エヌ・ティ・ティ・コミュ

ニケーションズ(株) 

ソフトバンクテレコム

(株) 

(株)ＮＴＴドコモ 

 

ＫＤＤＩ(株) 

ソフトバンクモバイル

(株) 

 ［略］ 

日本通運(株)盛岡支店  ［略］ 日本通運(株)盛岡支店 

北東北福山通運(株)盛岡

支店 

佐川急便(株)岩手支店 

ヤマト運輸(株)盛岡支店 

岩手西濃運輸(株) 

 ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

盛岡中央郵便局 

（郵便事業株式会社） 

 ［略］  盛岡中央郵便局 

 

 ［略］ 

 ［略］   ［略］ 

 

5 指定地方公共機関 

 

5 指定地方公共機関 

 機関名 業務の大綱   機関名 業務の大綱  

 ［略］  ［略］ 

(社)岩手県トラック協会 

 

(社)岩手県バス協会 

 ［略］ 

 ［略］ (公社)岩手県トラック協

会 

(公社)岩手県バス協会 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

(社)岩手県高圧ガス保安協

会 

 ［略］ 

 ［略］ (一社)岩手県高圧ガス保

安協会 

 ［略］ 

 ［略］ 

(社)岩手県医師会 

(社)岩手県歯科医師会 

 ［略］ (一社)岩手県医師会 

(一社)岩手県歯科医師会 

 ［略］ 

 

6 公共的団体その他防災上重要な施設の管理 

 者 

 

6 公共的団体その他防災上重要な施設の管理 

 者 

 機関名 業務の大綱   機関名 業務の大綱  

社会福祉法 (1) ［略］ 社会福祉法 (1) ［略］ 
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 人岩手県社 

会福祉協議 

会 

 人岩手県社 

会福祉協議 

会 

(2) 岩手県災害派遣福祉チーム

の派遣調整に関すること。 

 ［略］  ［略］ 

  

修正 

理由 

○ 指定地方行政機関の業務の大綱について、表現の見直しを行うもの 

○ 指定公共機関の追加指定に伴い、所要の修正をするもの 

○ 社会福祉法人岩手県社会福祉協議会の業務の大綱として、岩手県災害派遣福祉チームの派遣調整

に関することを追加するもの 

○ その他所要の整備をするもの 
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地震・津波災害対策編 第 2章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

2-2-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2-2 

第 1節 防災知識普及計画 

 

第 1 基本方針 

 県、市町村その他の防災関係機関は、職員に対

して防災教育を実施するとともに、広く住民等に

対して防災知識の普及に努め、自主防災思想の普

及、徹底を図る。 

なお、防災知識の普及を図る際には、高齢者、

障がい者等の 災害時要援護者 に十分配慮すると

ともに、地域において 災害時要援護者 を支援す

る体制の整備を図る。また、被災時の男女ニーズ

の違い等男女双方の視点にも配慮する。 

 

第 2 防災知識の普及 

 

1・2 ［略］ 

 

3 住民等に対する防災知識の普及 

○ 防災関係機関は、住民等の防災に対する意

識の高揚を図り、震災時において、住民一人

一人が正しい知識と判断をもって行動でき

るよう、次の方法等を利用して防災知識の普

及徹底を図る。 

 

  ア～キ ［略］ 

 ○ 防災知識の普及活動は、次の事項に重点を

置いて実施する。 

  ア・イ ［略］ 

  ウ 平常時における心得 

   ①～⑤ ［略］ 

 

 

  エ～ケ ［略］ 

 ○ 防災知識の普及に併せ、被災地に小口・混

載による支援物資を送ることは被災地方公

共団体等の負担となることから、支援に当た

っては、現地のニーズを踏まえた上で行うよ

うにするなど被災地支援に関する知識 の普

及に 努める。 

 

4～6 ［略］ 

第 1節 防災知識普及計画 

 

第 1 基本方針 

 県、市町村その他の防災関係機関は、職員に対

して防災教育を実施するとともに、広く住民等に

対して防災知識の普及に努め、自主防災思想の普 

及、徹底を図る。 

なお、防災知識の普及を図る際には、高齢者、

障がい者等の要配慮者に十分配慮するとともに、

地域において 要配慮者 を支援する体制の整備を

図る。また、被災時の男女ニーズの違い等男女双

方の視点にも配慮する。 

 

第 2 防災知識の普及 

 

1・2 ［略］ 

 

3 住民等に対する防災知識の普及 

○ 防災関係機関は、住民等の防災に対する意

識の高揚を図り、震災時において、住民一人

一人が正しい知識と判断をもって行動でき

るよう 、防災士その他防災に関する知識を

有するものと連携しながら 、次の方法等を

利用して防災知識の普及徹底を図る。 

  ア～キ ［略］ 

 ○ 防災知識の普及活動は、次の事項に重点を

置いて実施する。 

  ア・イ ［略］ 

  ウ 平常時における心得 

   ①～⑤ ［略］ 

   ⑥ 愛玩動物との同行避難や避難所での

飼養の方法を決めておく。 

  エ～ケ ［略］ 

 ○ 防災知識の普及に併せ、被災地に小口・混

載による支援物資を送ることは被災地方公

共団体等の負担となることから、支援に当た

っては、現地のニーズを踏まえた上で行うよ

うにするなど被災地支援に関する知識 を整

理するとともに、その普及に 努める。 

 

4～6 ［略］ 

修正 

理由 

○ 災害対策基本法の一部改正に伴い、所要の整備をするもの 

○ 防災知識の普及に係る防災士等との連携について規定するもの 

4 



○ 防災知識の普及活動に係る重点事項として、愛玩動物との同行避難等の方法を追加するもの 

○ その他所要の整備をするもの 
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地震・津波災害対策編 第 2章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

2-2-4 

 

 

 

 

第 2節 自主防災組織等育成計画 

 

第 1 基本方針 

 

 県及び市町村は、地域住民が「自分達の地域は

自分達で守る」という、自主的な防災活動を促進

するため、自主防災組織の育成、強化を図る。そ

の際、女性の参画の促進に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 ［略］ 

 

 

 

第 2節 地域防災活動活性化計画 

 

第 1 基本方針 

 

1 県及び市町村は、地域住民が「自分達の地域

は自分達で守る」という、自主的な防災活動を

促進するため、自主防災組織の育成、強化を図

る。その際、女性の参画の促進に努めるものと

する。 

 

2 県及び市町村は、地域における消防防災の中

核として重要な役割を担う消防団の活性化を

推進する。 

 

3 市町村は、市町村内の一定の地区内の住民等 

から市町村地域防災計画に地区防災計画を位

置付けるよう提案を受けたときは、その必要性 

を判断した上で、市町村地域防災計画に地区防

災計画を定める。 

 

第 3 ［略］ 

 

第 4 住民等による地区内の防災活動の推進 

 【本編・第 2 章・第 2節・第 4 参照】 

修正 

理由 

○ 災害対策基本法の一部改正に伴い、地区防災計画について県地域防災計画に位置づけるととも

に、住民等による地区内の防災活動の推進について規定するもの 

○ その他所要の整備をするもの 
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地震・津波災害対策編 第 2章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

2-2-7 

 

2-2-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2-9 

 

第 4節 避難対策計画 

 

第 3 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 避難に関する広報 

  【本編・第 2章・第 5節・第 4 参照】 

 

第 5 避難訓練の実施 

  【本編・第 2章・第 5節・第 5 参照】 

 

第 6 津波に対する住民等の予防措置 

 

1 住民の予防措置 

 ○ ［略］ 

 ○ 次の場合は、直ちに海浜から離れ、急いで

高台等の安全な場所に避難する。この場合に

おいて、避難に当たっては徒歩によることを

原則とする。また、自ら率先して避難行動を

取ることが他の地域住民の避難を 促す 。 

 

  ア・イ ［略］ 

  ウ 地震を感じなくても、津波警報 、注意報

が発表されたとき 

 ○ ［略］ 

 ○ 津波は、繰り返し襲ってくるので、津波警 

報 、注意報 が解除されるまで、海岸に近付

か 

ない。 

 

2 船舶の予防措置 

 ○ 次の場合は、直ちに港外に退避する。 

  ア・イ ［略］ 

  ウ 地震を感じなくても、津波警報 、注意報

が発表されたとき 

 ○ ［略］ 

○ 津波は、繰り返し襲ってくるので、津波警

報、注意報 が解除されるまで、気をゆるめ

第 4節 避難対策計画 

 

第 3 ［略］ 

 

第 4 避難所の運営体制等の整備 

  【本編・第 2章・第 5節・第 4 参照】 

 

第 5 避難行動要支援者名簿 

  【本編・第 2章・第 5節・第 5 参照】 

 

第 6 避難に関する広報 

  【本編・第 2章・第 5節・第 6 参照】 

 

第 7 避難訓練の実施 

  【本編・第 2章・第 5節・第 7 参照】 

 

第 8 津波に対する住民等の予防措置 

 

1 住民の予防措置 

 ○ ［略］ 

 ○ 次の場合は、直ちに海浜から離れ、急いで

高台等の安全な場所に避難する。この場合に

おいて、避難に当たっては徒歩によることを

原則とする。また、自ら率先して避難行動を

取ることが他の地域住民の避難を 促すこと

を意識する 。 

  ア・イ ［略］ 

  ウ 地震を感じなくても 、大津波警報 、津

波警報 又は津波注意報 が発表されたとき 

 ○ ［略］ 

 ○ 津波は、繰り返し襲ってくるので 、大津波

警報 、津波警報 及び津波注意報 が解除され

るまで、海岸に近付かない。 

 

2 船舶の予防措置 

○ 次の場合は、直ちに港外に退避する。 

  ア・イ ［略］ 

  ウ 地震を感じなくても 、大津波警報 、津

波警報 又は津波注意報 が発表されたとき 

 ○ ［略］ 

○ 津波は、繰り返し襲ってくるので 、大津波

警報 、津波警報 又は津波注意報 が解除され

るまで、気をゆるめない。 
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ない。 

修正 

理由 

○ 所要の整備をするもの 
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地震・津波災害対策編 第 2章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

2-2-11 

 

 

 

 

第 5節 災害時要援護者 の安全確保計画 

 

第 1 基本方針 

 

1 県は、市町村等の防災関係機関、災害時要援

護者関係団体 、介護保険事業者、社会福祉施設

等及び地域住民等と協働して、高齢者、障がい

者、難病患者、外国人、乳幼児及び妊産婦等の

災害時要援護者（以下、本節中「要援護者」と

いう。）の安全確保を図るため、災害時の情報

収集・伝達及び避難誘導等の体制づくりを支援

する。 

特に、市町村に対しては、「災害時要援護者

の避難支援ガイドライン」を参考にした 要援

護者 の情報の収集及び防災関係機関への提供

のための体制づくりの支援を行うとともに、そ

の進捗状況等を確認する。 

 

2 市町村は、避難勧告等の判断・伝達マニュア

ル及び 災害時要援護者避難支援計画 等を策定

するとともに、実際に避難訓練等を行うなど、

県等の防災関係機関、介護保険事業者、在宅医

療提供者、社会福祉施設等及び地域住民等の協

力を得ながら地域社会全体で 要援護者 の安全

確保を図る体制づくりを進める。 

 

第 2 実施要領 

 

1 要援護者 の実態把握 

 ［略］ 

 

2～5 ［略］ 

 

6 要援護者に配慮した防災訓練等の実施につい

て 

 

7 ［略］ 

第 5節 要配慮者 の安全確保計画 

 

第 1 基本方針 

 

1 県は、市町村等の防災関係機関、要配慮者関 

係団体 、介護保険事業者、社会福祉施設等及

び 

 地域住民等と協働して、要配慮者 の安全確保

を 

 図るため、災害時の情報収集・伝達及び避難誘 

導等の体制づくりを支援する。 

特に、市町村に対しては、「避難行動要支援

者の避難行動支援に関する取組指針」を参考に

した 避難行動要支援者 の情報の収集及び防災

関係機関への提供のための体制づくりの支援

を行うとともに、その進捗状況等を確認する。 

 

 

 

 

2 市町村は、避難勧告等の判断・伝達マニュア

ル及び 避難行動要支援者避難支援計画 等を策

定するとともに、実際に避難訓練等を行うな

ど、県等の防災関係機関、介護保険事業者、在

宅医療提供者、社会福祉施設等及び地域住民等

の協力を得ながら地域社会全体で 要配慮者 の

安全確保を図る体制づくりを進める。 

 

第 2 実施要領 

 

1 避難行動要支援者 の実態把握 

 ［略］ 

 

2～5 ［略］ 

 

6 要配慮者に配慮した防災訓練等の実施につい 

 て 

 

7 ［略］ 

修正 

理由 

○ 災害対策基本法の一部改正に伴い、所要の整備をするもの 
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地震・津波災害対策編 第 2章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

2-2-29 

 

2-2-30 

 

 

第 12 節 津波災害予防計画 

 

第 2 津波災害予防事業 

○ ［略］ 

○ 防潮堤防等の設置と並行して、津波の被害を

軽減することを目的と して、海岸防災林造成

事業を進める。 

第 12 節 津波災害予防計画 

 

第 2 津波災害予防事業 

○ ［略］ 

○ 防潮堤防等の設置と並行して、津波の被害を

軽減することを目的と した 海岸防災林造成事

業を進める。 

 事業名 施行箇所 施行年度 所 管   事業名 施行箇所 施行年度 所 管  

 ［略］  ［略］ 

海岸高 

潮対策 

事業 

島の越漁 

港海岸  

他 3海岸 

H18～H27  ［略］ 海岸高 

潮対策 

事業 

島の越漁 

港海岸  

他 12海岸 

H18～H29  ［略］ 

津波・高 

潮危機 

管理対 

策緊急 

事業 

茂師漁港 

海岸 

H18～H22 〃 

地震・高 

潮等対 

策河川 

事業 

 ［略］ 地震・高 

潮等対 

策河川 

事業 

 ［略］ 

  

修正 

理由 

○ 津波災害予防事業に係る記載について所要の修正をするもの 
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地震・津波災害対策編 第 2章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

2-2-33 

 

 

 

 

第 13 節 地盤災害予防計画 

 

第 2 崩壊危険地の災害防止対策 

 

1～3 ［略］ 

 

4 急傾斜地崩壊対策事業 

 ○ ［略］ 

○ 事業の実施に当たっては、災害時要援護者

施設 や避難所がある箇所等、緊急性の高い

箇所を 重点的に対策工事を進める 。 

 

第 4 ダム防災対策 

○ ［略］ 

○ その他のダム及び農業用ため池等のうち、老

朽化の著しいもの又は耐震構造に不安がある

ものについては、次により調査等を実施し、下

流に及ぼす被害が大きいと予測されるものか

ら、順次、対策を講じる。 

○ ［略］ 

第 13 節 地盤災害予防計画 

 

第 2 崩壊危険地の災害防止対策 

 

1～3 ［略］ 

 

4 急傾斜地崩壊対策事業 

 ○ ［略］ 

○ 事業の実施に当たっては 、要配慮者が利

用する施設 や避難所がある箇所等、緊急性

の高い箇所を 重点とする 。 

 

第 4 ダム防災対策 

○ ［略］ 

○ その他のダム及び農業用ため池等のうち、老

朽化の著しいもの又は耐震構造に不安がある

ものについては、次により調査等を実施し 、適

切な情報提供を行うとともに 、下流に及ぼす被

害が大きいと予測されるものから、順次、対策

を講じる。 

○ ［略］ 

修正 

理由 

○ 災害対策基本法の一部改正に伴い、所要の整備をするもの 

○ その他所要の整備をするもの 
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地震・津波災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

2-3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3-3 

第 1節 活動体制計画 

 

第 2 県の活動体制 

 県は、県の地域に地震災害が発生し、又は発生

するおそれがある場合及び津波襲来のおそれが

ある場合は、その所掌事務に係る災害応急対策を

実施するため、岩手県災害警戒本部（以下、本節

中「災害警戒本部」という。）、又は岩手県災害対

策本部（以下、本節中「災害対策本部」という。）

を設置する。 

 

 

1 災害警戒本部 

 ○ 災害警戒本部は、「岩手県災害警戒本部設

置要領」（資料編 5－8）に基づき設置し、主

に災害情報の収集を行う。 

 (1) 設置基準 

第 1節 活動体制計画 

 

第 2 県の活動体制 

 県は、県の地域に地震災害が発生し、又は発生

するおそれがある場合及び津波襲来のおそれが

ある場合は、その所掌事務に係る災害応急対策を

実施するため、岩手県災害警戒本部（以下本節中

「災害警戒本部」という。）若しくは岩手県災害

特別警戒本部（以下本節中「災害特別警戒本部」

という。）又は岩手県災害対策本部（以下本節中

「災害対策本部」という。）を設置する。 

 

1 災害警戒本部 

 ○ 災害警戒本部は、「岩手県災害警戒本部設

置要領」（資料編 5－8）に基づき設置し、主

に災害情報の収集を行う。 

 (1) 設置基準 

 設置基準 設置の対象   設置基準 設置の対象  

津波注意報が発 

表された場合 

釜石地方支部、宮古地方 

支部、大船渡地方支部、 

久慈地方支部 

県内に震度 4又は 

震度 5弱の地震が 

発生した場合 

 ［略］ 

県内に震度4又は 

震度5弱の地震が 

発生した場合 

 ［略］ 

 ［略］ 

 (2) ［略］ 

 (3) 分掌事務 

○ 災害警戒本部の分掌事務は、次のとおり

である。 

   ア 地震、津波に関する 気象予報 ・警報

等の受領及び関係機関への伝達 

   イ～エ ［略］ 

 (4) ［略］ 

 (5) 廃止基準等 

  ○ 災害警戒本部は、津波注意報が解除され

た 場合等において、本部長が、災害発生

のおそれがなくなったと認めるときに廃

止する。 

 

 

 

  ○ ［略］ 

 ［略］ 

 (2) ［略］ 

 (3) 分掌事務 

○ 災害警戒本部の分掌事務は、次のとおり

である。 

  ア 地震、津波に関する 予報 ・警報等の受

領及び関係機関への伝達 

  イ～エ ［略］ 

 (4) ［略］ 

 (5) 廃止基準等 

  ○ 災害警戒本部は、県内に震度 4の地震が

発生した 場合等において、本部長が、災

害発生のおそれがなくなったと認めると

きに廃止する。 

  ○ 本部長は、応急措置の実施のため関係機

関との調整が必要と判断した場合は、災害

警戒本部を災害特別警戒本部に移行する。 

  ○ ［略］ 
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2 災害特別警戒本部 

○ 災害特別警戒本部は、「岩手県災害警戒本

部設置要領」（資料編 5－8）に基づき設置し、

主に災害情報の収集及び応急対策を行う。 

 (1) 設置基準 

 設置基準 設置の対象  

津波注意報が発表 

された場合 

釜石地方支部、宮古地 

方支部、大船渡地方支 

部、久慈地方支部 

 県内に震度 4又は 

震度 5弱の地震が 

発生した場合にお 

いて、総務部長が応 

急措置の実施のた 

め関係機関との調 

整が必要と判断し 

たとき。 

当該震度を観測した市 

町村を管轄する地方支 

部 
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ページ調整 
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地震・津波災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 

2-3-3 
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地震・津波災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 修   正   案 

2-3-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 組織 

  ○ 災害特別警戒本部の組織は、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支 部 長 

広 域 振 興 局 副 局 長 
広 域 振 興 局 経 営 企 画 部 長 
広域振興局総務部総務センター所長 

副 本 部 長  

総合防災室長 

本 部 長 

総 務 部 長 

支 部 職 員 

支部長が指名 
す る 職 員 

副 支 部 長  

広 域 振 興 局 経 営 企 画 部 管 理 主 幹 
広域振興局経営企画部地域振興センター所長 
広 域 振 興 局 総 務 部 長 
広域振興局総務部総務センター入札課長 

本 部 職 員 

総 合 防 災 室 職 員 
総 務 部 内 職 員 
各 部 職 員 
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地震・津波災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

2-3-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 災害対策本部 

○ 災害対策本部は、災害対策基本法第 23 条

の規定に基づき設置し、災害応急対策を迅

速、的確に実施する。 

○ ［略］ 

 (1) ［略］ 

 (2) 組織 

  ○ 災害対策本部の組織は、次のとおりであ

る。 

 ［略］ 

 

 

 

 

 ［略］ 

 

  ア～オ ［略］ 

  カ 地方支部 

   ○ ［略］ 

 

 (3) 分掌事務 

  ○ 災害特別警戒本部の分掌事務は、次のと

おりである。 

   ア 地震、津波に関する気象予報・警報等 

の受領及び関係機関への伝達 

   イ 各地域における震度及び潮位等に関

する状況及び被害発生状況の把握 

ウ 市町村等の対応状況の把握 

エ 応急措置の実施 

オ その他の情報の把握 

 (4) 関係各課の防災活動 

  ○ 災害特別警戒本部の設置と並行して、関

係各課においては、次の防災活動を実施す

る。 

   【本節・第 2・1・(4) 参照】 

 (5) 廃止基準等 

  ○ 災害特別警戒本部は、津波注意報が解除 

   された場合等において、本部長が、災害発 

   生のおそれがなくなったと認めるときに 

廃止する。 

○ 本部長は、災害による被害が相当規模を

超えると見込まれる場合は、災害特別警戒

本部を廃止し、災害対策本部を設置する。 

 

3 災害対策本部 

○ 災害対策本部は、災害対策基本法第 23 条

の規定に基づき設置し、災害応急対策を迅

速、的確に実施する。 

○ ［略］ 

 (1) ［略］ 

 (2) 組織 

○ 災害対策本部の組織は、次のとおりであ

る。 

［略］ 

 

 

 

 

 ［略］ 

 

  ア～オ ［略］ 

  カ 地方支部 

   ○ ［略］ 

   ○ 支部長は、災害時に市町村その他の関 

支部長・副支部長・ 

支部委員：支部連絡員 

地方支部 地方支部 

支部長・副支部長・ 

支部委員：支部連絡員、

現地連絡員 
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2-3-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  キ 現地災害対策本部 

    ○ 現地災害対策本部は、大規模な災害

が 発生し、災害応急対策を実施する

ため、本部長が必要と認めたときに設

置し、災害地にあって災害対策本部の

事務の一部を行う組織として、災害情

報の収集、地方支部及び現地作業班等

の 指揮、監督 、市町村等 との連絡調

整を行う。 

 

    ○ 現地災害対策本部は、現地災害対策

本部長及び現地災害対策本部員その

他の職員で 構成し、本部長が副本部

長、本部員その他の職員のうちから指

名する 。 

 

 

 

 

  ク 本部支援室 

   ○ ［略］ 

 

 

 

 

 

  ケ～サ ［略］ 

 (3) ［略］ 

 (4) 総合調整所の設置 

  ○ 本部長は、災害応急対策が的確かつ円滑

に行われるよう、本部支援室に総合調整所

を設置し、市町村と連携を図りながら、防

災関係機関の相互の連絡調整及び応急措

置を行う。 

  ［略］ 

 

 (5) ［略］ 

係機関において情報の収集及び地方支 

部から本部への情報の伝達に当たらせ 

るため、職員の中から現地連絡員を２人 

以上指名する。 

   ○ 本部長又は広域支部長若しくは地方

支部長は、通信途絶等により災害時に被

災市町村からの情報収集が困難である

と認めるときは、当該被災市町村に現地

連絡員を２人以上派遣する。 

  キ 現地災害対策本部 

    ○ 現地災害対策本部は、大規模な災害

が 発生した場合において 災害応急対

策を実施するため、本部長が必要と認

めたときに設置し、災害地にあって災

害対策本部の事務の一部を行う組織

として、災害情報の収集、地方支部及

び現地作業班等の 指揮監督並びに市

町村その他の防災関係機関 との連絡

調整を行う。 

○ 現地災害対策本部は、現地災害対策

本部長及び現地災害対策本部員その

他の職員で 構成する 。 

 

 

    ○ 現地災害対策本部長は広域支部長

をもって充て、現地災害対策本部員は

現地災害対策本部長が広域支部及び

地方支部の職員のうちから指名する。 

  ク 本部支援室 

   ○ ［略］ 

   ○ 本部支援室長は、分掌事務の処理が困 

難となった場合等必要と認めるときは、 

人事委員会、監査委員、労働委員会及 

び収用委員会の事務局の長に対し、応援 

を要請することができる。 

  ケ～サ ［略］ 

 (3) ［略］ 

 (4) 総合調整所の設置 

  ○ 本部長は、災害応急対策が的確かつ円滑

に行われるよう、本部支援室に総合調整所

を設置し、市町村と連携を図りながら、防

災関係機関の相互の連絡調整及び応急措

置を行う。 

   ［略］ 

 

 (5) ［略］ 

海上保安部 海上保安部署 
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2-3-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3-12 

 

第 3 県の職員の動員配備体制 

1 配備体制 

 ○ 災害対策本部及び災害警戒本部 の配備体

制は、次のとおりとする。 

 

 

第 3 県の職員の動員配備体制 

1 配備体制 

 ○ 災害警戒本部及び災害特別警戒本部災害

対策本部並びに災害対策本部の配備体制は、

次のとおりとする。 

 配備 配備課公所・職員   配備 配備課公所・職員  

体制 本 部 広域支部 地方支部 体制 本 部 広域支部 地方支部 

災害 

警戒 

本部 

 ［略］ 災害 

警戒 

本部 

 ［略］ 

 災害 

特別 

警戒 

本部 

総合防災 

室の職員 

総務部内 

の職員 

各部連絡 

員 

― 支部長が 

指定する 

職員 

 ［略］  ［略］ 

 ○ ［略］ 

 

2 動員の系統 

 ○ 動員は、次の系統によって通知する。 

 (1) 災害警戒本部 

   ［略］ 

 (2) ［略］ 

 

3 ［略］ 

 

4 自主参集 

 ○ 各配備体制の対象となる職員は、県内に震

度 5 強以上の地震が発生し、又は津波警報

（津波）若しくは 津波警報（大津波）が発

表された場合においては、配備指令を待たず

に、直ちに所属公所等に参集する。 

 

5 ［略］ 

 

6 指定行政機関等への職員派遣の要請等 

 ○ 県本部長は、災害応急対策を行うために必

要な場合は、指定行政機関、関係指定地方行

政機関又は関係指定公共機関に対し、職員の 

 ○ ［略］ 

 

2 動員の系統 

 ○ 動員は、次の系統によって通知する。 

 (1) 災害警戒本部 及び災害特別警戒本部 

   ［略］ 

 (2) ［略］ 

 

3 ［略］ 

 

4 自主参集 

○ 各配備体制の対象となる職員は、県内に震

度 5強以上の地震が発生し、又は津波警報若

しくは 大津波警報 が発表された場合におい

ては、配備指令を待たずに、直ちに所属公所

等に参集する。 

 

5 ［略］ 

 

6 指定行政機関等への職員派遣の要請等 

 ○ 県本部長は、災害応急対策を行うために必

要な場合は、指定行政機関、関係指定地方行

政機関又は関係指定公共機関に対し、職員の 

派遣を要請する。 

 ○ ［略］ 

 

 

派遣を要請する。 

 ○ ［略］ 

 ○ 県本部長は、災害応急対策を行うために必

要な場合は、指定行政機関又は関係指定地方
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行政機関に対し、災害応急対策の実施を要請

する。 

  

7 応急措置の代行 

 ○ 県は、県の地域に係る災害が発生した場合

において、市町村がその全部又は大部分の事

務を行うことができなくなった場合には、災

害対策基本法の規定により、その実施すべき

応急措置の全部又は一部を当該市町村に代

わって行う。 

修正 

理由 

○ 岩手県災害特別警戒本部の設置等について、新たに規定するもの 

○ 地方支部の現地連絡員の位置づけについて整理を行うもの 

○ 現地災害対策本部の組織等について整理を行うもの 

○ 本部支援室における人事委員会等への応援の要請について規定するもの 

○ 指定行政機関等に対する災害応急対策の実施に係る要請について規定するもの 

○ 県による応急措置の代行について規定するもの 

○ その他所要の整備をするもの 
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地震・津波災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

2-3-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3-14 

第 2節 津波警報・地震情報等の伝達計画 

 

第 1 基本方針 

 

1 津波警報・注意報 、地震・津波情報及び津波

予報（以下、本節中「津波警報等」という。）

並びに地震及び津波に関する異常な現象に係

る伝達、通報を迅速かつ確実に実施する。 

 

 

2 ［略］ 

 

第 2 実施機関（責任者） 

第 2節 津波警報・地震情報等の伝達計画 

 

第 1 基本方針 

 

1 大津波警報・津波警報・津波注意報 、地震・

津波情報及び津波予報（以下本節中「津波警報

等」という。）並びに地震及び津波に関する異

常な現象に係る伝達、通報を迅速かつ確実に実

施する。 

 

2 ［略］ 

 

第 2 実施機関（責任者） 

 実施機関 活動の内容   実施機関 活動の内容  

 ［略］  ［略］ 

気象庁 

（盛岡地方 

気象台） 

1 津波予報・警報等 の発表 

2 ［略］ 

気象庁 

（盛岡地方 

気象台） 

1 津波警報等 の発表 

2 ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 

 ［県本部の担当］ 

 

 ［県本部の担当］ 

 部 課等 地方支部班 担当内容   部 課等 地方支部班 担当内容  

総務部  ［略］ 津波警報等 

の伝達 

総務部  ［略］ 津波警報等 

の伝達 

公安部  津波警報の 

伝達 

公安部  

 

第 3 実施要領 

 

1 津波警報等の種類及び伝達 

 (1) 地震動の警報及び地震情報の種類 

  ア 緊急地震速報（警報） 

    気象庁は、震度５弱以上の揺れが予想さ

れた場合に、震度４以上が予想される地域

に対し、緊急地震速報（警報）を発表する。

日本放送協会（ＮＨＫ）は、テレビ、ラジ

オを通じて住民に提供する。 

 

 

 

  イ 地震情報の種類と内容 

 

第 3 実施要領 

 

1 津波警報等の種類及び伝達 

 (1) 地震動の警報及び地震情報の種類 

  ア 緊急地震速報（警報） 

   ○ 気象庁は、震度５弱以上の揺れが予想

された場合に、震度４以上が予想される

地域に対し、緊急地震速報（警報）を発

表する。日本放送協会（ＮＨＫ）は、テ

レビ、ラジオを通じて住民に提供する。 

   ○ 震度６弱以上の揺れを予想する緊急

地震速報(警報)を地震動特別警報に位

置づける。 

  イ 地震情報の種類と内容 

 種 類 発表基準 内 容   種 類 発表基準 内 容  

 ［略］  ［略］ 
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震源に関 

する情報 

・震度３以上 

（津波警報又は 注 

意報 を発表した場 

合は発表しない） 

 ［略］ 震源に関 

する情報 

・震度３以上 

（大津波警報、津波 

警報又は 津波注意 

報を発表した場合 

は発表しない。） 

 ［略］ 

 ［略］  ［略］ 
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地震・津波災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 

2-3-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 津波警報等の種類 

  ア 津波警報・注意報の種類と内容 

津波による災害の発生が予想される場合には、地震が発生してから約３分を目標に大

津波警報、津波警報又は津波注意報を発表する。 

 

 

津波警報 

等の種類 
発表基準 

津波の高さ 

予想の区分 

発表される 

津波の高さ 
津波警報等を見聞きし

た場合にとるべき行動 

 

数値で 

の発表 

定性的 

表現で 

の発表 

 ［略］ 

津波注意報  ［略］ 0.2ｍ＜高さ≦１ｍ  ［略］ 

  ［略］ 

  イ・ウ ［略］ 
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地震・津波災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 修   正   案 

2-3-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 津波警報等の種類 

  ア 津波警報・注意報の種類と内容 

○ 津波による災害の発生が予想される場合には、地震が発生してから約３分を目標に

大津波警報、津波警報又は津波注意報を発表する。 

○ 大津波警報を津波特別警報に位置づける。 

 

津波警報 

等の種類 
発表基準 

津波の高さ 

予想の区分 

発表される 

津波の高さ 
津波警報等を見聞きし

た場合にとるべき行動 

 

数値で 

の発表 

定性的 

表現で 

の発表 

 ［略］ 

津波注意報  ［略］ 0.2ｍ≦高さ≦１ｍ  ［略］ 

  ［略］ 

  イ・ウ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

24 



地震・津波災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

2-3-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3-18 

(3) 津波警報等における津波予報区と海域名 

  ア 津波予報区 

○ 津波警報等は、気象庁が発表し、本県

に該当する津波予報区は、資料編 3－2

－3のとおりである。 

イ 情報に用いる海域名 

○ 地震情報に用いる海域名は、資料編 3

－2－4のとおりである。 

 (4) ［略］ 

(5) 伝達機関等の責務 

○ 津波予報・警報等 の発表機関及び伝達

機関は、津波予報・警報等の発表、伝達、

周知等が迅速かつ正確に行われるよう、伝

達体制の整備を図るとともに、所管する防

災事務に基づき、津波予報・警報等 の伝

達先その他必要な要領を定める。 

○ 津波予報・警報等 の受領及び伝達に当

たっては、夜間、休日等の勤務時間外にお

ける体制の整備に留意する。 

○ 津波予報・警報等 の伝達機関は、災害

による通信設備が損壊した場合において

も、津波予報・警報等 の受信、伝達等が

できるよう、通信手段の複数化に努める。 

 (6) 県の措置 

  ○ 津波警報等の通知を受けた場合は、次に

より、直ちに通知を行う。 

(3) 津波警報等における津波予報区と海域名 

  ア 津波予報区 

○ 津波警報等は、気象庁が発表し、本県

に該当する津波予報区は、資料編 3－2

－11のとおりである。 

イ 情報に用いる海域名 

○ 地震情報に用いる海域名は、資料編 3

－2－12のとおりである。 

 (4) ［略］ 

(5) 伝達機関等の責務 

○ 津波警報等の発表機関及び伝達機関は、

津波警報等 の発表、伝達、周知等が迅速

かつ正確に行われるよう、伝達体制の整備

を図るとともに、所管する防災事務に基づ

き、津波警報等 の伝達先その他必要な要

領を定める。 

○ 津波警報等 の受領及び伝達に当たって

は、夜間、休日等の勤務時間外における体

制の整備に留意する。 

○ 津波警報等 の伝達機関は、災害による

通信設備が損壊した場合においても、津波

警報等 の受信、伝達等ができるよう、通

信手段の複数化に努める。 

 (6) 県の措置 

 ○ 津波警報等の通知を受けた場合は、次に

より、直ちに通知を行う。 

 内 容 担当機関 通知先   内 容 担当機関 通知先  

1 津波警報・

注意報 

 

2 ［略］ 

 ［略］ (1)・(2) ［略］ 

(3) 所管事務の

執行上、気象予

報・警報等を必

要とする課長 

1 大津波警

報・津波警

報・注意報 

2 ［略］ 

 ［略］ (1)・(2) ［略］ 

(3) 予防等の措

置を講ずべき所

管の関係課長 

津波警報・注意 

報 

 ［略］ 

 

大津波警報・

津 

波警報・注意報 

 ［略］ 

○ 夜間及び休日等における津波警報等の

受領及び通知は、災害警戒本部 又は災害

対策本部が設置している場合を除いて、本

庁の当直員が行う。 

  ○ ［略］ 

 (7) 市町村の措置 

  ○ 市町村長は、津波警報等 を受領した場

合は、直ちに、その内容を関係機関に通知

○ 夜間及び休日等における津波警報等の

受領及び通知は、災害特別警戒本部 又は

災害対策本部が設置している場合を除い

て、本庁の当直員が行う。 

  ○ ［略］ 

 (7) 市町村の措置 

  ○ 市町村長は、津波警報・津波注意報、地

震・津波情報及び津波予報 を受領した場
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するとともに、地域内の住民、団体等に対

して広報を行う。 

 

 

 

 

 

  ○ ［略］ 

○ 市町村長は、同報系防災行政無線の整備

等により、住民・団体等に対する津波警報

等の伝達手段 の確保に努める 。 

○ ［略］ 

 (8) ［略］ 

 

2 ［略］ 

合は、直ちに、その内容を関係機関に通知

するとともに、地域内の住民、団体等に対

して広報を行う。 

  ○ 市町村長は、気象特別警報を受領した場 

合は、直ちに、その内容を地域内の住民、 

団体等に周知するとともに、その内容を関

係機関に通知する。 

  ○ ［略］ 

○ 市町村長は、同報系防災行政無線の整備

等により、住民・団体等に対する津波警報

等の伝達手段 を確保する 。 

○ ［略］ 

 (8) ［略］ 

 

2 ［略］ 

修正 

理由 

○ 特別警報の運用開始に伴い、所要の修正をするもの 

○ その他所要の整備をするもの 
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地震・津波災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

2-3-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5節 広報広聴計画 

 

第 1 基本方針 

 

1～4 ［略］ 

 

5 広報活動に当たっては、あらかじめ、被災者

の必要とする情報を選定の上、その優先順位を

定める。その際、特に 災害時要援護者への 配

慮をする。 

 

6 広聴活動に当たっては、被災者の相談、要望

等を広く聴取する。その際、特に 災害時要援

護者への 配慮をする。 

 

第 2 実施機関（責任者） 

第 5節 広報広聴計画 

 

第 1 基本方針 

 

1～4 ［略］ 

 

5 広報活動に当たっては、あらかじめ、被災者

の必要とする情報を選定の上、その優先順位を

定める。その際、特に 要配慮者が必要とする情

報について 配慮をする。 

 

6 広聴活動に当たっては、被災者の相談、要望

等を広く聴取する。その際、特に 要配慮者の相

談、要望等について 配慮をする。 

 

第 2 実施機関（責任者） 

 実施機関 広報広聴活動の内容   実施機関 広報広聴活動の内容  

市町村本部長 1 ［略］ 

2 津波予報・警報等

及び災害発生時の注

意事項 

3～15 ［略］ 

市町村本部長 1 ［略］ 

2 津波警報等及び災害

発生時の注意事項 

 

3～15 ［略］ 

県本部長 1 ［略］ 

2 津波予報・警報等

及び災害発生時の注

意事項 

3～14 ［略］ 

県本部長 1 ［略］ 

2 津波警報等及び災害

発生時の注意事項 

 

3～14 ［略］ 

第二管区海上保安

本部 

〔八戸会場保安部 〕 

〔釜石海上保安部〕 

〔宮古海上保安署〕 

1 津波予報・警報等

及び災害発生時の注

意事項 

2 ［略］ 

第二管区海上保安本

部 

〔八戸海上保安部 〕 

〔釜石海上保安部〕 

〔宮古海上保安署〕 

1 津波警報等及び災害

発生時の注意事項 

 

2 ［略］ 

東北地方整備局 

（岩手河川国道事

務所） 

1 津波予報・警報等

及び災害発生時の注

意事項 

2・3 ［略］ 

東北地方整備局 

（岩手河川国道事務

所） 

1 津波警報等及び災害

発生時の注意事項 

 

2・3 ［略］ 

 ［略］ 

エヌ・ティ・ティ・

コミュニケーショ

ンズ(株) 

 

 

(株)エヌ・ティ・テ

  ［略］ 

エヌ・ティ・ティ・

コミュニケーション

ズ(株) 

ソフトバンクテレコ

ム(株) 

(株)ＮＴＴドコモ 

 

27 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3-27 

ィ・ドコモ 

ＫＤＤＩ(株) 

 

ＫＤＤＩ(株) 

ソフトバンクモバイ

ル(株) 

 ［略］  ［略］ 

日本放送協会盛岡

放送局 

1 津波予報・警報等

の伝達 

2～4 ［略］ 

日本放送協会盛岡放

送局 

1 津波警報等 の伝達 

 

2～4 ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

(株)アイビーシー岩

手放送 

 ［略］ 

1 気象予報・警報等

の伝達 

2・3 ［略］ 

(株)ＩＢＣ岩手放送 

 

 ［略］ 

1 津波警報等 の伝達 

 

2・3 ［略］ 

 ［略］ 

(株)朝日新聞社盛岡

支局 

 ［略］ 

(株)河北新報社盛岡

支社 

 ［略］ 

(株)デーリー東北新

聞社盛岡支局 

(株)日本農業新聞東

北支所 

(社)共同通信社盛岡

支局 

(株)時事通信社盛岡

支局 

 ［略］ ［略］ 

(株)朝日新聞社盛岡

総局 

 ［略］ 

(株)河北新報社盛岡

総局 

 ［略］ 

(株)デーリー東北新

聞社盛岡支局 

 

 

(一社)共同通信社盛

岡支局 

(株)時事通信社盛岡

支局 

(有)盛岡タイムス社 

 ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

  ［略］   ［略］ 

修正 

理由 

○ 災害対策基本法の一部改正に伴い、所要の整備をするもの 

○ 指定公共機関の追加指定に伴い、所要の修正をするもの 

○ その他所要の整備をするもの 
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地震・津波災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

2-3-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3-35 

第 9節 津波・浸水対策計画 

 

第 2 実施機関（責任者） 

第 9節 津波・浸水対策計画 

 

第 2 実施機関（責任者） 

 実施機関 担当業務   実施機関 担当業務  

市町村本部長 1 ［略］ 

2 津波注意報及び津波警報 発 

表時における水門等の閉鎖 

 

3・4 ［略］ 

市町村本部長 1 ［略］ 

2 津波警報等発表時におけ

る水門等の閉鎖 

 

3・4 ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

  ［略］ 

 

第 3 実施要領 

○ 洪水及び津波等による水災を警戒し、防ぎょ 

し、これによる被害を軽減するための水防活動 

は、水防法第 7条第 1項の規定に基づく「岩手 

県水防計画」に準拠して、次の事項を実施する。 

 

1 監視、警戒活動 

 ○ 河川、海岸の管理者及び水防責任者は、

津波予報・警報等 が発表された場合及び震

度 4以上の地震が発生し、津波が襲来するお

それがあると判断した場合は、あらかじめ定

めた安全確保策に従い、河川、海岸、ため池、

水路等を巡視し、既往の危険箇所、被害箇所、

その他重要箇所の監視及び警戒にあたる。 

 

2 水門等の操作 

○ 水門、樋門、高圧又は高位部の水路等（以

下本節中「水門等」という。）の管理者（操

作責任者を含む。）は、津波注意報及び津波

警報 が発表された場合は、直ちに門扉を操

作できる体制を整え、あらかじめ定めた安全

確保策に従い、閉鎖する。 

○ ［略］ 

 

3・4 ［略］ 

  ［略］ 

 

第 3 実施要領 

○ 洪水及び津波等による水災を警戒し、防ぎょ 

し、これによる被害を軽減するための水防活動 

は、水防法第 7条第 1項の規定に基づく「岩手 

県水防計画」に準拠して、次の事項を実施する。 

 

1 監視、警戒活動 

○ 河川、海岸の管理者及び水防責任者は、

津波警報等 が発表された場合及び震度 4 以

上の地震が発生し、津波が襲来するおそれが

あると判断した場合は、あらかじめ定めた安

全確保策に従い、河川、海岸、ため池、水路

等を巡視し、既往の危険箇所、被害箇所、そ

の他重要箇所の監視及び警戒にあたる。 

 

2 水門等の操作 

○ 水門、樋門、高圧又は高位部の水路等（以

下本節中「水門等」という。）の管理者（操

作責任者を含む。）は、津波警報等 が発表さ

れた場合は、直ちに門扉を操作できる体制を

整え、あらかじめ定めた安全確保策に従い、

閉鎖する。 

○ ［略］ 

 

3・4 ［略］ 

修正 

理由 

○ 所要の整備をするもの 
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地震・津波災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

2-3-41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3-42 

第 14 節 災害救助法の適用計画 

 

第 3 実施要領 

 

1 ［略］ 

 

2 法適用の手続 

 (1) ［略］ 

(2) 県本部長の措置 

  ○ 県本部長は、市町村本部長から被害報告

を受けたときは、その内容を検討するもの

とし、必要と認めた場合は、所轄地方支部

福祉班長又は 最寄りの 地方支部福祉班長

若しくは 保健福祉部地域福祉課総括課長

に対し、現地調査を命じる。 

  ○ 県本部長から現地調査を命じられた 所

轄地方支部福祉班長 等は、職員を現地に

派遣し、被害状況の調査又は確認を行う。 

 

  ○ 県本部長は、市町村本部長からの情報提

供若しくは職員による現地調査等の結果、

法の適用基準に該当する場合は、必要に応

じて 厚生労働省社会・援護局長 の技術的

助言を求め、法の適用を決定し、法に基づ

く救助の実施について、県本部各部長及び

当該市町村本部長に指示する。 

  ○ ［略］ 

 

  災害救助法適用の手続 

 ［略］           

                

 

 

3 ［略］ 

第 14 節 災害救助法の適用計画 

 

第 3 実施要領 

 

1 ［略］ 

 

2 法適用の手続 

 (1) ［略］ 

 (2) 県本部長の措置 

  ○ 県本部長は、市町村本部長から被害報告

を受けたときは、その内容を検討するもの

とし、必要と認めた場合は、所轄地方支部

福祉環境班長若しくは 最寄りの 地方支部

福祉環境班長又は 保健福祉部地域福祉課

総括課長に対し、現地調査を命じる。 

  ○ 県本部長から現地調査を命じられた 所

轄地方支部福祉環境班長 等は、職員を現

地に派遣し、被害状況の調査又は確認を行

う。 

  ○ 県本部長は、市町村本部長からの情報提

供若しくは職員による現地調査等の結果、

法の適用基準に該当する場合は、必要に応

じて 内閣府政策統括官（防災担当）の技

術的助言を求め、法の適用を決定し、法に

基づく救助の実施について、県本部各部長

及び当該市町村本部長に指示する。 

  ○ ［略］ 

 

  災害救助法適用の手続 

 ［略］ 

 

 

 

3 ［略］ 

修正 

理由 

○ 組織改編に伴い、所要の修正をするもの 

○ 災害救助法の一部改正に伴い、所要の整備をするもの 

  

厚生労働

省 

内閣府 福祉班 福祉環境班 
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地震・津波災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

2-3-43 

 

 

 

 

 

 

 

第 15 節 避難・救出計画 

 

第 1 基本方針 

 

1 震災発生時において、住民等の生命、身体の

安全を確保するため、迅速かつ的確に避難勧告

及び指示（以下、本節中「避難勧告等」という。）

を行うとともに、避難支援従事者の安全を確保

しながら、避難誘導を行う。 

 

2・3 ［略］ 

 

第 3 実施要領 

 

1～7 ［略］ 

第 15 節 避難・救出計画 

 

第 1 基本方針 

 

1 震災発生時において、住民等の生命、身体の

安全を確保するため、迅速かつ的確に避難勧告

及び指示 並びに屋内での待避等の安全確保措

置の指示（以下本節中「避難勧告等」という。）

を行うとともに、避難支援従事者の安全を確保

しながら、避難誘導を行う。 

 

2・3 ［略］ 

 

第 3 実施要領 

 

1～7 ［略］ 

 

8 住民等に対する情報等の提供体制 

 【本編・第 3 章・第 16節・第 3・8 参照】 

修正 

理由 

○ 屋内での待避等の安全確保の指示について規定するもの 

○ その他所要の整備をするもの 
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地震・津波災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

2-3-49 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 20 節 応急仮設住宅の建設等及び応急修理計 

画 

 

第 2 実施機関（責任者） 

  ［略］ 

 

 ［県本部の担当］ 

第 20 節 応急仮設住宅の建設等及び応急修理計 

画 

 

第 2 実施機関（責任者） 

  ［略］ 

 

 ［県本部の担当］ 

 部 課等 地方支部班 担当業務   部 課等 地方支部班 担当業務  

 ［略］  ［略］ 

保健福 

祉部 

地域福祉課 福祉班  ［略］ 保健福

祉部 

地域福祉課 福祉環境班  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

  

修正 

理由 

○ 組織改編に伴い、所要の修正をするもの 
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地震・津波災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

2-3-58 

 

 

 

 

 

 

 

第 27 節 ライフライン施設応急対策計画 

 

第 1 基本方針 

○ ［略］ 

 

第 27 節 ライフライン施設応急対策計画 

 

第 1 基本方針 

○ ［略］ 

○ 県及び市町村は、その収集した航空写真等に 

ついて、被害状況の早期把握のため、ライフラ 

イン施設の事業者等の要望に応じて、情報提供 

に努める。 

修正 

理由 

○ ライフライン施設の事業者等に対する情報提供について規定するもの 
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地震・津波災害対策編 第５章 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

2-5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-5-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-5-8 

 

 

第4節 津波からの防護及び円滑な避難の確保に

関する事項 

 

第 3 避難対策等 

 

1 県は、第 3章第 15節「避難・救出計画」に基

づき、市町村が行う避難対策について、全体の

状況把握に努め、必要な連絡調整及び指導を行

うとともに、次の点について市町村に協力する

ものとする。 

  なお、この場合、高齢者、子ども、病人、障

がい者等災害時要援護者 に対する支援や外国

人、出張者及び旅行者等に対する誘導などにつ

いて、支援を行う者の避難に要する時間に配慮

しつつ適切な対応を実施する。 

また、県は災害救助法の対象となる市町村が

行う避難対策についての指導調整を行うもの

とする。 

 (1)～(3) ［略］ 

 

2 ［略］ 

 

第 5 水道、電気、ガス、通信、放送関係 

 水道、電気、ガス、通信、放送関係等事業者が

実施する必要な措置は、第2章第10節「ライフラ

イン施設等安全確保計画」、第3章第5節「広報広

聴計画」、同章第27節「ライフライン施設応急対

策計画」に定めるところとするが、次の事項にも

配慮する。 

 

1・2 ［略］ 

 

3 ガス 

 (1) ［略］ 

(2) 指定地方公共機関社団法人岩手県高圧ガ 

ス保安協会 が行う措置は、別に定めるとこ

ろによる。 

 

5 放送 

 (1)～(3) ［略］ 

 (4) 指定地方公共機関株式会社アイビーシー

岩手放送 、株式会社テレビ岩手、株式会社エ

フエム岩手、株式会社岩手めんこいテレビ、

第4節 津波からの防護及び円滑な避難の確保に

関する事項 

 

第 3 避難対策等 

 

1 県は、第 3章第 15節「避難・救出計画」に基

づき、市町村が行う避難対策について、全体の

状況把握に努め、必要な連絡調整及び指導を行

うとともに、次の点について市町村に協力する

ものとする。 

 なお、この場合、避難行動要支援者 に対す

る支援や外国人、出張者及び旅行者等に対する

誘導などについて、支援を行う者の避難に要す

る時間に配慮しつつ適切な対応を実施する。 

また、県は災害救助法の対象となる市町村が

行う避難対策についての指導調整を行うもの

とする。 

 

 (1)～(3) ［略］ 

 

2 ［略］ 

 

第 5 水道、電気、ガス、通信、放送関係 

水道、電気、ガス、通信、放送関係等事業者が

実施する必要な措置は、第2章第10節「ライフラ

イン施設等安全確保計画」、第3章第5節「広報広

聴計画」、同章第27節「ライフライン施設応急対

策計画」に定めるところとするが、次の事項にも

配慮する。 

 

1・2 ［略］ 

 

3 ガス 

 (1) ［略］ 

(2) 指定地方公共機関である一般社団法人岩

手県高圧ガス保安協会 が行う措置は、別に

定めるところによる。 

 

5 放送 

 (1)～(3) ［略］ 

 (4) 指定地方公共機関である株式会社ＩＢＣ

岩手放送 、株式会社テレビ岩手、株式会社エ

フエム岩手、株式会社岩手めんこいテレビ

34 



株式会社岩手朝日テレビが行う措置は、別に

定めるところによる。 

及び株式会社岩手朝日テレビが行う措置は、

別に定めるところによる。 

修正 

理由 

○ 災害対策基本法の一部改正に伴い、所要の整備をするもの 

○ その他所要の整備をするもの 
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